
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

納
付
猶
予
期
間
等
の
あ
る
方
へ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付

猶
予
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ

い
て
、
保
険
料
の
後
払
い
（
追
納
）

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ

て
、
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
取
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
保
険
料
の

免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
後
払
い
（
追
納
）
す
る
こ
と

に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
年

金
事
務
所
で
の
申
し
込
み
が
必
要
で

す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎

（22）
４
１
３
１

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
＆

プ
ラ
ス
手
当
を
給
付
し
ま
す
。

　
物
価
高
の
影
響
を
強
く
受
け
る
子

育
て
世
帯
に
対
し
、
国
の
物
価
高
対

応
子
育
て
応
援
手
当
（
２
万
円
）
と

市
独
自
の
子
育
て
応
援
プ
ラ
ス
手
当

（
１
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

対
象

　
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
①

～
③
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方

①
令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
の

受
給
対
象
児
童
の
保
護
者

②
令
和
７
年
10
月
１
日
～
令
和
８
年
３

月
31
日
に
出
生
し
た
児
童
の
保
護
者

③
令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に
離
婚

（
離
婚
調
停
中
等
も
含
む
）に
よ
り
児

童
手
当
の
申
請
が
必
要
に
な
っ
た
方

※
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
公
務

員
の
方
は
、
ま
ず
は
所
属
庁
に
手
続

き
に
つ
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
令
和
８
年
１
月
ま
で
に
市
に
児
童
手

当
を
申
請
し
た
方
は
、
児
童
手
当
の
支

給
口
座
に
振
込
予
定
で
す
。
そ
れ
以
外

の
方
は
、
原
則
申
請
が
必
要
で
す
。

給
付
額
　
０
歳
か
ら
高
校
３
年
生

ま
で
の
児
童
１
人
当
た
り
３
万
円　

（
１
回
限
り
）

申
請
　
申
請
方
法
、
申
請
期
限
等

の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問 

子
育
て
総
務
課  

☎
（21）
２
２
２
１

経
済
的
に
お
子
さ
ん
の
就
学
が
困

難
な
保
護
者
に
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す

　
お
子
さ
ん
が
安
心
し
て
通
学
で
き

る
よ
う
、
学
用
品
費
・
学
校
給
食
費

等
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
（
就
学
援

助
制
度
）。

対
象　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、小・

中
学
校
へ
の
就
学
が
困
難
な
市
内
在

住
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

※
支
援
内
容
や
申
請
方

法
な
ど
、詳
細
は
市
ホ
ー

ム
ぺ
ー
ジ
ま
た
は
問
合

先
へ
。

問 
教
育
総
務
課　

  

☎
（21）
２
４
６
２

令
和
８
年
度
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用

助
成
券
を
、
３
月
25
日
（
水
）
か

ら
交
付
し
ま
す

　

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
は
、

電
車
・
バ
ス
な
ど
の
通
常
の
交
通
機

関
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
重
度

障
が
い
者
の
方
お
よ
び
高
齢
者
の
方

が
通
院
す
る
な
ど
、
タ
ク
シ
ー
を
利

用
す
る
場
合
に
、
そ
の
料
金
の
一
部

を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

対
象　
市
内
在
住
で
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
（
施
設
へ
入
所
し

て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

①
身
体
障
害
者
手
帳（
１・２
級
）、療

育
手
帳（
Ａ・Ａ
１・Ａ
２
）ま
た
は
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）

の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方

②
80
歳
以
上
の
方
で
、
月
１
回
以
上

通
院
し
、
タ
ク
シ
ー
の
利
用
を
必
要

と
す
る
方

③
65
歳
以
上
80
歳
未
満
の
方
で
、
月

４
回
以
上
通
院
し
、
タ
ク
シ
ー
の
利

用
を
必
要
と
す
る
方

交
付
内
容　
１
枚
あ
た
り
５
０
０
円

助
成
券
を
年
24
枚
交
付
（
10
月
以
降

に
申
請
の
場
合
は
12
枚
）

※
１
回
の
乗
車
に
つ
き
最
大
４
枚
使

用
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

重
度
障
が
い
者
の
方　
障
害
者
手
帳

高
齢
者
の
方　
①
通
院
を
証
明
す
る

書
類
（
申
請
月
か
前
月
分
の
外
来
の

領
収
書
原
本
で
、
80
歳
以
上
の
方
は

１
回
分
、
65
歳
以
上
80
歳
未
満
の
方

は
同
月
で
４
回
分
必
要
。
た
だ
し
、

同
一
日
で
同
一
医
療
機
関
の
領
収
書

は
複
数
枚
で
も
１
回
分
と
み
な
し
ま

す
。
ま
た
、
市
か
ら
病
院
等
へ
の
通

院
の
確
認
等
は
行
い
ま
せ
ん
）

②
身
分
証
明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
等
）

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
者
の

身
分
証
明
書
も
必
要
で
す
。

申
請
受
付

障
が
い
福
祉
課
お
よ
び
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課
（
市
民
）
保
健

福
祉
係
で
受
付
す
る
ほ
か
、
次
の
と

お
り
出
張
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
３
月
25
日（
水
）～
４
月
７
日（
火
）

（
土
日
除
く
）は
、
障
が
い
福
祉
課
前

（
本
庁
舎
２
階
）
で
特
設
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

障
が
い
福
祉
課  

☎
（21）
２
２
０
３

３
月
１
日（
日
）
～
７
日（
土
）
は 

建
築
物
防
災
週
間

　
建
築
物
の
維
持
保
全
を
適
正
に
実

施
す
る
こ
と
は
、
思
わ
ぬ
事
故
を
防

ぎ
、
地
震
や
火
災
等
の
災
害
時
の
被

害
を
軽
減
し
、
建
築
物
を
長
持
ち
さ

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の

機
会
に
建
築
物
の
安
全
確
認
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

※
市
で
は
こ
の
期
間
中
、
危
険
な
ブ

ロ
ッ
ク
塀
の
解
体
費
用
お
よ
び
昭
和

56
年
５
月
以
前
に
建
て
ら
れ
た
木
造

住
宅
へ
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
に

対
す
る
支
援
制
度
等
を
ご
案
内
し
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

指
定
管
理
者
の
指
定

　
栃
木
市
議
会
令
和
７
年
12
月
定
例

会
に
お
い
て
議
決
を
受
け
た
公
の
施

設
に
つ
い
て
、
令
和
８
年
４
月
１
日

よ
り
、
以
下
の
指
定
管
理
者
に
よ

る
施
設
の
管
理
運
営
が
始
ま
り
ま

す
。
令
和
８
年
度
開
始
の
指
定
管
理

者
は
、
全
施
設
と
も
令
和
７
年
度
ま

で
の
指
定
管
理
者
と
変
更
あ
り
ま
せ

ん
。

①
栃
木
市
岩
舟
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者
　
宮
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス

（
株
）・（
株
）
日
本
理
化
シ
ェ
ア
ー

ド
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
共
同
事
業
体

期
間
　
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で

②
栃
木
地
区
急
患
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者
　（
一
社
）
下
都
賀
郡

市
医
師
会

期
間
　
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で

③
栃
木
市
大
平
ま
ち
づ
く
り
交
流
セ

ン
タ
ー

指
定
管
理
者
　（
株
）
大
高
商
事

期
間
　
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で

④
栃
木
市
栃
木
勤
労
青
少
年
ホ
ー

ム
・
栃
木
市
大
平
勤
労
青
少
年
ホ
ー

ム
・
栃
木
市
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
者
　
環
境
整
備
・
い
す
ゞ

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
共
同
企
業
体

期
間
　
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

問 

行
財
政
改
革
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
３
４
４

目
の
不
自
由
な
方
の
た
め
に
選
挙

公
報
音
声
版
を
配
布
し
ま
す

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
ご
協
力
の
も

と
、
希
望
す
る
方
に
令
和
８
年
４
月

19
日
執
行
予
定
の
栃
木
市
長
お
よ
び

栃
木
市
議
会
議
員
選
挙
の
選
挙
公
報

音
声
版
（
Ｃ
Ｄ
ま
た
は
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
）
を
配
布
い
た
し
ま
す
。

対
象　
視
覚
に
障
が
い
が
あ
る
方

録
音
内
容　
令
和
８
年
３
月
26
日
現

在
（
候
補
者
事
前
審
査
時
）
の
も
の

※
候
補
者
氏
名
五
十
音
順

配
布
数　
１
人
１
つ
ま
で

配
布
方
法　
録
音
し
た
媒
体
を
申
込

住
所
に
郵
送

協
力
団
体　

栃
木
市
朗
読
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
会
「
あ
か
り
」

申
込
方
法　
３
月
19
日
（
木
）
ま
で

に
問
合
先
に
電
話
（
必
要
事
項:

氏

名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
希
望
媒
体
）

問  

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

火
災
予
防
に
関
す
る
電
子
申
請
に

よ
る
手
続
き
開
始

　
栃
木
市
消
防
本
部
で
は
、
令
和
８

年
２
月
16
日
か
ら
消
防
に
関
す
る

一
部
の
予
防
申
請
届
出
に
つ
い
て

「
ｅ-

Ｇ
ｏ
ｖ 

電
子
シ
ス
テ
ム
」
を

利
用
し
、
自
宅
や
各
事
業
所
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
窓
口
で
の
書
面
に
よ

る
申
請
も
従
来
通
り
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

問  

消
防
本
部
予
防
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

日時 場所

4月13日（月） 9時～11時 皆川公民館
ロビー

4月14日（火） 9時～11時30分 大宮公民館
ロビー

4月15日（水） 9時～11時30分 吹上公民館
ロビー

4月16日（木） 9時～11時 国府公民館
小会議室

4月17日（金） 9時～11時 寺尾公民館
研修室

日曜日の窓口を開設します
　進学や転勤等による住民異動が多い 3 月第 4・
5 日曜日、4 月第 1 日曜日に、本庁舎で窓口を開
設します。

日時　3 月 22 日、29 日、4 月 5 日 　
　　　8 時 30 分～ 12 時
　　　　　　  市民生活課　 ☎（21）2126

・住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付
・印鑑登録申請、印鑑登録証明書の交付
・住民異動届の受付
※�転入手続きには、転出証明書が必要です。日曜

窓口では、マイナポータルを使った特例転入には
対応できませんのでご注意ください。

※�出生届、婚姻届、死亡届等の戸籍の届出につい
ては、宿日直（市役所本庁舎 1 階南西角　警備
室内）でお預かりいたします。

　　　　　　  保険年金課　 ☎（21）2131
・国民健康保険資格の取得、喪失

◎マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ
エンスストア等に設置されているマルチコピー機
でも「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」、「所
得証明書」、「住民税決定証明書」「納税証明書」
「課税（非課税） 証明書」 が取得できます。利
用できる時間は 6 時 30 分～ 23 時です。

広報とちぎ 2026.315 14
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